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平成28年度「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」（地域会議）１対１対談 開催結果（主な発言内容） 平成28年８月１日 現在

対談
市町名

対談項目 各市町長の主な発言内容 知事の発言内容

1 松阪市
対談項目１
松浦武四郎の生誕200年について

平成30年（2018）2月に松浦武四郎の生誕から200年ということで、松
阪市では、松浦武四郎の生家を文化財として保存していこうと、リ
ニューアルに向け整備をしています。

また、明治2年に「蝦夷地」から「北海道」に改称されてから、平成30
年8月は150年目を迎えるメモリアルイヤーにあたります。

北海道において、150年に向けて様々なことをしていこうと計画され
ていると聞いています。「北海道150年記念事業」ということで、道民検
討会議が催され、その中で、その記念事業の顔に松浦武四郎が選ば
れました。

8月3日から5日にかけて、北海道を訪問する予定になっています。松
浦武四郎を全国に広げたい、そして松阪市、三重県をアピールしてい
きたいということで、高橋はるみ北海道知事に面会する予定です。

また、NHKや民放で、松浦武四郎のドラマ化ができないかということ
で、北海道の市長会、町村会、北海道知事の方にお願いをし、北海
道と松阪市が、松浦武四郎つながりで、様々な連携事業を生誕200
年、北海道150年においてやっていけないかをお願いしてこようと思い
ます。

高橋はるみ知事に面会に行く際は、鈴木知事も一緒に北海道へ
行っていただけませんか。

松浦武四郎の生誕200年は、私の2期目の知事選挙のときの政策集
の中で、記念事業をぜひやりたいと書いており、松阪市と連携して取り
組んでいきたいと思います。

いろんな草の根で取り組んでいただいている方々もいるので、そうい
うみなさんとパッケージで、武四郎が顕彰される、盛り上がる取組に
なったらいいのではと思います。

吉田松陰も松浦武四郎のところに足を運び教えを乞うていたというこ
ともあり、幕末で激動の日本が変わっていく時代の思想的影響を与え
た方であり、全国に知ってもらうということは重要なことだと思います。

これから詰めていきますが、三重県総合博物館で、北海道の博物館
とも連携し、巡回展など、全国に発信していきたいと思います。

8月3日からの北海道訪問については、別の公務が入っていますの
で、石垣副知事を同行させます。

7月28日、29日に全国知事会があり、高橋知事と話をし、[松浦武四
郎生誕200年で盛り上げるのでよろしくお願いします。」と伝えたとこ
ろ、「わかりました、北海道も命名150年がありますので一緒にやりま
しょう。」とおっしゃっていただいておりますので、今後さらに詰めてい
ただいて、一緒に我々も連携していきたいと思います。

その中で、ドラマというのも一つの手だと思いますので、民放など含
めて、また働きかけをしていきたいと思います。

松浦武四郎を全国に広げていくため、松阪市さんや協力していただ
いているみなさんと連携して取り組んでいきたいと思いますのでよろし
くお願いします。

2 松阪市
対談項目２
国に対する牛肉輸出に際しての二国
間協議の早期推進の働きかけ

伊勢志摩サミットにおいて、計６回の食事全てに松阪牛が使用され
た事について、松阪牛に関わる生産者など関係者のみなさんが、矜
持、プライド、誇りと自信を持った伊勢志摩サミットだったと思っていま
す。

1月に三重県フェアで香港に初めて商業輸出として3頭分を持って
行ったのですが、香港のほとんどの方が、日本のスペシャルな牛だと
いうことで松阪肉を認知していることに驚くとともに、海外への可能性を
十分に感じて帰ってきました。これから日本の国内人口が減少してい
く局面を迎えて、ブランド牛であるこの松阪肉を守り育てていくための
一つの方向として海外への展開というものがあります。
 松阪肉の一番の特長が長期肥育で、特産といわれる松阪のブランド
を守っている牛は42ヶ月も飼育します。平均でも31ヶ月飼育します。と
ころが、海外への輸出では、月齢制限というのがかかってきます。マカ
オ、タイは、30ヶ月以上の牛は受け入れないので、月齢制限を撤廃し
て欲しいのです。

また、香港については、輸出するときの月齢制限がありません。今
度、シンガポールに松阪肉を輸出しますが、シンガポールは5㎏まで
は土産品として持込み可能です。特に富裕層の多い香港でもそういっ
たことが可能となるよう、二国間で協定を結ぶよう、国に働きかけをして
いただきたいと思います。

さらにアジアの重要なターゲットである台湾への牛肉輸出が解禁さ
れていないので、何とか台湾政府に働きかけて、台湾に日本の牛が輸
出できるよう、国に働きかけをしていただくようお願いします。

牛肉輸出の二国間協議の働きかけについては、これまでも一部、タ
イ、香港、マカオ、台湾とかは国に対して提言してきました。外国人の
方々がたくさん来ていただいて、松阪牛をたくさん味わっていただい
て、これはうまい食べたいと思われても、輸出できませんではもったい
ないので、今までも働きかけをしていますが、インバウンドが急激に増
えている機運を逃さず、月齢制限のタイ、携行品の香港、輸入停止の
台湾など国別の働きかけをしっかりやっていきたいと思います。特に台
湾については、ＢＳＥが国内発生した2001年からの輸入停止ですか
ら、そこから国内の牛肉の状況は相当変わっていますので、しっかり国
に対して働きかけていきたいと思います。

国のほうでも「輸出規制等対応チーム」という相手国の輸出規制にど
う対応していくか、解除してもらう働きかけをしっかりやっていこうという
チームを作ってもらいましたし、もうすぐ閣議決定される経済対策でも
農林水産物の輸出強化をしっかりやっていくということが書いてありま
すので、従来、国への提言を11月に行っていますが、それにとらわれ
ず、竹上市長とも一緒に国に改めて提言に行ってしっかり働きかけて
いきたいと思います。

また、有望市場ということでベトナムなども位置付けていますので、ぜ
ひ松阪とベトナムの交流がさらに進んでいく中で、一つのマーケットと
していければいいのかなと思っています。

東京オリンピック、パラリンピックで提供される食材は、国際認証を受
けているものしか受け入れられない可能性が、過去の大会を見るとあ
りますが、認証を得るのはすごく大変なので、広く国産の食材が、しっ
かり使われるようにということと、仮に認証が必要なのであれば、認証の
取得のハードルを下げてもらうようなことも、全国知事会として国に提
言をしていくことになっています。東京オリンピック、パラリンピックの節
目もにらみながら、松阪牛のことについてしっかり取り組んでいきたい
と思います。
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対談
市町名

対談項目 各市町長の主な発言内容 知事の発言内容

3 松阪市
対談項目３
和牛サミット（仮称）の開催に対する協
力について

国内に向けては、もう一度松阪肉というものをアピールしていくという
こと、そして、競争でなく、ブランド牛といわれるところが切磋琢磨し、互
いの良さを認め合っていくということが必要だと思っています。

国内の話としては、和牛サミットを実施したいと思っています。全国に
は名だたる、神戸ビーフ、近江牛、米沢牛そして松阪牛など、様々な
ブランド牛があり、お互いの良さを認め合い、違いを認識し合う、和牛
サミットというのを実施できればと思っています。
 これからＴＰＰというものが目の前にあり、その中で、国産の和牛がい
かに愛情と技術を持って育てられているものであることをもっと全国に
発信していく必要があると思います。和牛サミットを実施するには、対
外的に松阪市だけでというより、やはり県の力も借りながら、各県へそう
いったお願いもしながらやっていけないかと思っています。

5年に1度開かれる全国和牛能力共進会という和牛日本一を決めると
いっている大会は、ほとんどが種牛の大会で、松阪牛はご存じのとおり
雌牛です。和牛サミットをやって、雌牛も種牛もいろいろあって、その
中でおいしいものがいろいろあるということを全国中に知ってもらうた
め、開催費補助はできませんが、人的支援や防疫措置、衛生管理の
技術的な部分、全国的な告知、宣伝、ブランド牛のある他県への協力
依頼などで、協力をして一緒にやっていきたいと思います。

4 松阪市
対談項目４
松阪版ネウボラの推進について

母子保健事業の拡充

来年の4月に新健康センターが出来上がります。この新健康センター
を、子育て、ネウボラの拠点施設として位置づけていこうと思っていま
す。

そこで、ソフトの部分、いかに切れ目のない支援をしていくかというこ
とが大切で、本当にこれから目指していかなければなりません。

総合計画を作る中で、5千人アンケートを取らせていただいた結果、
子育てに関する支援について、ライフステージで1番支援してほしい時
期は乳幼児期（約20％）でした。又、支援内容でどの時期でも多いの
は、急なケガ、病気の時にきちんと診てもらえるところがあるということ
でした。

それを具現化していくため、松阪市には現在保健師(正規職員)が41
名いますが、正規職員3名の採用純増、併せてできればキャリア職員
の採用もし、前線で対応いただく保健師を増やしていくことを考えてい
ます。

また、出産、乳児の対応をするのが健康保健部で、幼児期の対応を
するのが福祉部となっており、部をまたいできちんとつなげていくシス
テムが必要であり、まずは、保健師、保育士の懇談の場を今年から設
けました。

松阪市では、「松阪市歯と口腔の健康づくり推進条例」を作ってお
り、妊婦の歯科検診などほかにもやるべきことがたくさんあります。

そこで、各市の提案、特色を活かした取組に対応できる総合的な交
付金の創設をお願いします。地域によりそれぞれ状況が違うため、一
緒のメニューでは、なかなかできないので、よろしくお願いします。

竹上市長が、「子育て№1宣言」を掲げて、急速に松阪版ネウボラが
進んでいることに敬意を表します。

とりわけ、産婦人科や小児科等の医療機関との連携においては、保
健師や医療機関の医師、助産師との連携や、県内の他の地域と比べ
て、医師等が「当たり前のこと」と口をそろえて言われるほど顔の見える
関係ができています。

今年度の妊娠・出産包括支援推進事業研修会においては、松阪市
の「松阪版ネウボラ」の取組の中から、好事例として妊娠期からの医療
機関との連携による妊産婦支援について、松阪市の保健師さんと病
院の助産師さんに取組報告をしていただく予定です。

先ほど、竹上市長がお話しいただいた妊婦の歯科検診については、
県内29市町のうち10市町くらい、市では四日市市、名張市、松阪管内
では、大台町だけです。

ネウボラというのは、フィンランドが発祥で、特定の保健師が、特定の
家族を継続的に何か危機に陥る前に見るというのが一つの仕組みに
なっており、松阪市では、それに近い形に持っていくようご努力いただ
いています。

総合的な交付金の話ですが、私が平成25年に国の少子化対策の委
員をしているときに、国に対して主張したことが、今竹上市長がおっ
しゃっていただいたことと全く同じでした。少子化対策というのは地域
によって事情が違うので、国で交付金を作ってほしいという話をして、
創設してもらいました。そして、今年度から当初予算に盛り込まれるよう
になりました。国の交付金と同じ趣旨の交付金を県で創設するよりも、
松阪市の思いが叶うよう、この交付金が市町の使いやすいものになる
よう、松阪市と一緒に取り組んでいきたいと思います。

歯科についても話をいただきましたので、歯科のフッ化物洗口につ
いて、三重県では、全市町の小学校でフッ化物洗口をやりたいと思っ
ていますので、ご協力をお願いします。




